
質問回答書 

業務名 健康管理システム改修業務     

（令和８年４月１７日） 

番号 質 問 内 容 回  答 

１ 
実施要領「２の（５）」について 実施要領「８ 委託業者の選定」にあるように、提案価格が予算額の

範囲を超えた場合は失格となります。 

企画提案書の提出は可能ですが、審査会では、参考見積額が予算額以

内である提案について比較・検討を行うものであり、参考見積額が予

算額以内であることが前提条件となりますのでご了承ください。 

参加表明提出後、現行システムベンダーからの費用増

の理由により予算額を超えてしまった場合、どのよう

な対応をすればよろしいでしょうか。 

２ 
実施要領「４の（１）」について 「美瑛町個人情報の保護に関する法律施行条例」等、関連する例規に

つきましては、美瑛町ホームページより確認してください。 

（美瑛町 HP 町政情報 美瑛町例規集 

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/search） 

 

条例・要綱はどこで確認できますか。 

３ 
実施要領「８の（３）」について 現地およびオンラインを含め３名までの参加とします。 

プレゼンテーションの参加者は、現地３名＋オンライ

ンでの参加は可能でしょうか。 

４ 仕様書「６の（１）④」について お見込みの通りです。 

データ抽出は、既存システムのデータベースからのデー

タのみでしょうか。 

 

http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/~reikidb/top/search


５ 

 

仕様書「６の（２）④」の「既存の端末からの移行」及

び仕様書「９の（１）の「（現行システムを移設・稼働）」

について① 

本業務は、国が示す標準仕様に適合した健康管理システム（以下「新シス

テム」という。）の導入及びガバメントクラウドへデータを移行するもの

であり、新システムの稼働までに要する期間において、現に町が使用して

いるシステムの稼働については、本業務の対象ではありません。 

 

※仕様書の解釈として下記を補足します。 

１ 補足する記載箇所 

（ア）６「業務内容」 

 （２）システム運用築関連業務 

④既存の端末からの移行は令和８年９月を想定 

（イ）９スケジュールと導入体制 

（１）標準化移行スケジュール 

令和８年９月 本業務による端末の導入 

（現行システムを移設・稼働） 

２ 仕様書の解釈 

（１）上記１（ア）は、新システムに関連する業務内容のみを指す。 

（２）上記１（イ）「現行システムを移設・稼働」は、町が別途進める内容

を指し、本業務の対象ではない。 

提案ベンダーの作業範囲としては端末セットアップと

設置（導入）のみで、現行システムの移設及び設定、稼

働は、提案ベンダーにて現行ベンダーに委託する想定で

しょうか。 

 

６ 
仕様書「６の（２）④」の「既存の端末からの移行」及

び仕様書「９の（１）の「（現行システムを移設・稼働）」

について② 

健康管理システムを運用していく上で必要な性能を満たすソフトフトウ

ェア、ミドルウェア等の調達をお願いします。 

情報セキュリティ上の脅威を考慮すると、二要素認証やウイルス対策ソフ

ト等は必要な性能であると考えます。 新規導入端末への Office、二要素認証、ウイルス対策ソ

フトなど、端末仕様に記述されていないものは準備され

ている認識で問題ありませんか。 

 



７ 
仕様書「７の（１）」について 

お示しの方法で問題ありません。 

標準仕様書（健康管理）第３．１版（稼働時最新版数）

以上とありますが、適合基準日が導入実施日までのもの

には対応いたしますが未来日が指定された機能につい

ては、未対応となります。適合基準日までの対応となり

ますが、よろしいでしょうか。 

８ 
仕様書「８の（１）」について① 連携元のデータが無い場合には、お示しの方法で問題ありません。 

データ連携要件は連携データの有無に関わらず機能を

有していれば良いでしょうか 

（連携元のデータが無い場合） 

９ 
仕様書「８の（１）」について② オプション機能については、機能要件表で対応の可否および代替案の提示

をお願いします。 「介護保険の情報」の記載があります。 

健康管理システムの標準仕様において、介護保険の情報

連携はオプション機能となっておりますので、対応なし

でもよろしいでしょうか。 

１０ 仕様書「８の（２）②」について 医療機関および健診機関からのデータは、Excel、csv、XML およびテキス

トデータによるものとなっています。 

基本健診、がん検診、肝炎ウイルス検診あわせて、７種類になります。 

医療機関、健診機関ごとの検診結果データは何種類あり

ますか。 



１１ 
仕様書「１０の（４）」について 

お示しの方法で問題ありません。 
パッケージシステムであるためシステムの機能に関す

る詳細設計書をご提供することはできません。 

基本設計書として、非機能要件のレベル、ソフトウェア

およびハードウェア構成、ガバクラのシステム構成、プ

ロトコル一覧、帳票一覧、取込設定一覧を提出する予定

ですが、よろしいでしょうか。 

１２ 
仕様書「１０の（７）」について 標準化システムの運用を円滑に行うためのテスト計画を立案し、その計画

に対して実際にどのような結果が得られたのかを客観的事実として記録

されたものを提出してください。 

「データの移行状況」「データの整合性」「エラー一覧およびその対策」「課

題詳細や今後の運用方法」等が把握できるものであれば、様式は問いませ

ん。 

結果報告の様式は内部で使用しているチェックリスト

の様なもので良いでしょうか。 

１３ 
仕様書「１０の（８）」について 契約に基づいた作業が適正に実施されているかを把握するため「作業の進

捗状況」「実施内容」「課題・懸念事項・リスク」「次回の作業予定」等の報

告を想定しています。 

構築作業等の作業報告書等とは何を報告する事を想定

されますか。 

１４ 
仕様書「１２の（３）」について 本業務が円滑に遂行できる体制であれば、お示しの方法で問題ありませ

ん。 本業務専任の要員を配置する事は難しいため、主担当者

を配置することで問題ないでしょうか。 



１５ 
関連システム機能確認表（別紙２）について 標準仕様書において適合基準日が稼働後の日付になるものがあることは

認識しております。 

現時点での対応可否状況について機能確認表にて提出してください。今後

適合するものについては、その時期等について、備考欄に記入してくださ

い。詳細については、選定後の協議となります。 

 

健康管理システム改修業務関連システム機能確認表 

特定健診、特定保健指導は健康管理システムでは業務外

ではあるものの別途、標準仕様書（特定健診等）がござ

います。 

記載内容には、標準仕様書にない要件が散見されます。

特定健診等の適合基準日は稼働後の日付となっており

ますが、当該機能は、将来的に標準仕様書（特定健診等）

の特定健診、特定保健指導の要件を切り出して健康管理

システムと一体的動作するシステムと考えてよろしい

でしょうか。 

 


